
宜野湾市上下水道事業包括業務委託（第二期）

3 17 第54条

（著しく賃金

又は物価が変

動した場合の

契約変更）

募集説明書４ページに、本委託の契約上限価格が税込みで示されているが、受託

期間中に消費税率等の税率が改定された場合、「業務委託契約約款（案）」の

（著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更）に準じて、増税分を請求額に

上乗せ可能と判断して良いか、ご教示ください。

2 4 第13条 2 再委託等

受注者は、年度ごとに発注者の承認を受けて、業務の一部を第三者に再委託

又は請け負わせることができる。と記載されているが、再委託先との複数年契約

は認めないということか、ご教示ください。

1 4 11条 契約保証金

契約保証金については、宜野湾市上下水道事業契約事務規定第27条第2項第5号に

基づき、契約保証人を立てれば免除して頂けるという事で良いかご教示くださ

い。

貴見のとおりです。

回答

消費税率等の改定があった場合には、改定後の税率で変更契約を行います。

要求水準書P7 1.5.5「業務の一部再委託」に規定するとおり、書面により発注者の承認

を受けた場合に限り再委託を可能としている。複数年契約の場合においては、委託業者

名や業務内容を確認した上で協議の上決定したいと考えます。

【契約書（案）】に関する質問に対する回答

質問数合計3問   
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